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千葉市立千草台中学校外２校休日文化部活動管理運営等業務委託 仕様書 

 

１ 事業の概要 

  本活動は、学校が指導や運営に関わることのない学校管理外の活動であり、受託者の責任の下 

で指導者を確保し、各校につき週１日程度、指導者による適切な指導を計画し実施すること。 

 また、保護者への対応や生徒のけが等の緊急時の対応も受託者の責任の下で行うこと。 

 

２ 主な業務内容 

  ・各種目の指導、安全管理 

  ・活動計画の作成、周知 

  ・保護者への各種連絡、応対 

  ・本市が実施する保護者説明会への協力及び同席 

  ・保険加入手続き及び申請等業務 

  ・学校等関係者との連絡調整 

  ・指導者への謝金等の支払い 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和６年３月８日（金） 

 

４ 運営事業実施方法 

（１）種目・実施場所・参加校等 

 

   ※履行期間の中途において、参加校以外の学校に所属する生徒で、地域クラブへの参加を希 

望する生徒が生じた場合は、本市と協議のうえ、可能な限り受け入れることとする。 

 

（２）活動実施期間 

   令和５年１０月７日（土）から令和６年２月２５日（日） 

 

（３）各参加校との打ち合わせの実施 

   主任指導者及び副主任指導者は、活動開始前において、各参加校と、指導内容及び指導方法

並びに学校施設の利用方法等についての確認を行うための打ち合わせを行うこと。 

 

（４）活動計画の作成及び周知 

   統括責任者及び主任指導者は、学校等と協議しつつ、活動実施期間における活動計画（活動 

日及び休養日等）並びに毎月の活動計画（活動日時、場所、休養日及び練習試合日等）を作成 

No 種目 実施場所 参加校 参加予定人数（人）
1 千葉市立千草台中学校 千葉市立千草台中学校 10
2 千葉市立草野中学校 千葉市立草野中学校 16
3 千葉市立末広中学校 千葉市立末広中学校 14

吹奏楽
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し、本市及び学校に提出するとともに、参加生徒に配付すること。なお、計画の策定にあたっ 

ては、「千葉市文化部活動ガイドライン」を遵守すること。 

 

（５）活動日数 

   活動実施期間中、週１日程度（土曜日、日曜日または祝祭日）の活動を原則として、実施期 

間内で１８日を上限とする。 

 

（６）実施日 

   実施日は各参加校と調整を行い決定すること。 

 

（７）生徒活動時間及び指導者勤務時間 

   活動は１日あたり３時間程度までとする。活動終了後は参加生徒を一堂に集め、一斉に下校 

させる。なお、指導者の勤務時間には、準備、片付け、下校指導等に要する時間を含むことと

する。 

 

（８）配置人員 

   受託者は、以下に記載する人員を配置することとする。 

ア 職種別活動内容及び配置数 

職名 配置数 活動内容 

①統括責任者 １名 〇本市との連絡調整 

〇活動計画・活動実績報告書の作成、提出 

〇学校との連絡調整 

〇活動中止の判断 

〇活動中の事故やけがへの対応及び報告 

〇参加生徒の保護者への連絡調整 

〇担当校の指導状況確認 

〇指導者の取りまとめ 

・運営スタッフ間の情報交換、共通理解の形成 

・指導者の勤怠管理 

・指導者の急な欠員補充対応 

〇平日の部活動と休日の地域クラブ活動との連携に 

あたり必要となる顧問教諭との連絡 

②主任指導者 ３名 

（１校あたり１

名） 

〇活動計画・活動実績報告書の作成 

〇活動の指導 

・当日の指導内容の計画・指示 

・生徒の活動への出欠状況把握 

・生徒への指導及び安全管理（下校指導を含む） 
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・活動中の事故やけがへの対応 

〇活動中止の判断 

〇参加生徒の保護者への連絡調整 

〇運営スタッフ間の協力 

・統括責任者との連絡調整 

・指導者間の情報共有 

〇学校施設及び物品の使用管理 

③副主任指導者 ３名 

（１校あたり１

名） 

〇活動の指導 

・生徒への指導及び安全管理 

・活動中の事故やけがへの対応 

〇運営スタッフ間の協力 

・指導者間の情報共有 

〇学校施設及び物品の使用管理 

  

イ 実施体制 

職名 活動内容 

①統括責任者 ・受託者の常勤雇用者である者で、平日において、本市及び保護者と 

の連絡調整が可能である者 

②主任指導者 ・活動期間を通して原則同一の者とし、指導種目の実施経験がある者 

で、以下のいずれかを満たす者 

 ａ 教員免許を有している者 

 ｂ 部活動の指導者に足る資格に準じた研修を修了した者 

  （下記４（８）オに示す研修の受講を修了した者または修了予定 

の者） 

 ｃ これまでの経験から指導を行うのに十分な知識や技術を有して

いる者 

③副主任指導者 ・指導種目の実施経験がある者で、下記４（８）オに示す研修の受講

を修了した者または修了予定の者 

 

ウ 給与・謝金等 

   運営スタッフの給与・謝金等は毎月支払うこと。 

職名 １時間あたりの金額 交通費 １日当たりの勤務時間数 

①統括責任者 受託者が見積もる金額（給与） 給与に含む 受託者が見積もる時間数 

②主任指導者 １，６００円程度（謝金） 実費 ４時間３０分まで 

③副主任指導者 １，６００円程度（謝金） 実費 ３時間３０分まで 

   受託者は、給与・謝金等についての計算期間や支払日、支払方法等について定め、事前に各

運営スタッフに説明のうえ、適切に支払事務を行うこと。 
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   また、本事業は国庫補助金であるため、適宜、運営スタッフの勤務条件、 実出勤日、実勤

務時間、実支払額、事業実施状況の分かる書類（就業規程、出勤簿、勤務時間管理簿、事業日

誌、給与・謝金等台帳（支払明細）等）の提出を求める。また、事業完了の日の属する年度の

終了後５年間は関係書類を保存すること。 

 

エ 交通手段 

指導者は原則として、徒歩、自転車又は公共交通機関を利用するものとする。事業の実施に 

必要な車両の学校内への駐車を希望する場合は、事前に学校と協議すること。 

 

オ 指導者への研修 

指導者には研修を必ず受講させ、能力の向上に努めること。 

また、研修で使用した資料等については、研修終了後、本市に提出すること。 

＜指導者研修メニュー＞ 

①基礎研修 

【趣旨・目的】文化活動の指導者としての基礎的知識及び生徒への指導のためのノウハウ 

の習得 

【内 容 例】「千葉市文化部活動ガイドライン」の遵守、本事業趣旨、学校との分担・ 

連携、指導者の役割、生徒との接し方、体罰等の防止、安全管理、倫理的 

問題、アレルギー対応等 

②専門研修（専門科目）※必要に応じて実施 

【趣旨・目的】指導方法の習得 

【内 容 例】指導案作成、マネジメント、指導実技、安全管理等 

  

カ 人材の確保 

受託者は、原則として、本市と連携し、本市で活動している楽団の団員等、地域の人材を 

優先的に指導者として確保すること。 

    また、兼職兼業での従事を希望する教員等がいた場合は、積極的に受け入れること。 

 

（９）保護者説明会の開催、保険手続き及び保護者・生徒・学校アンケートの実施 

ア 保護者説明会の開催 

  本市が実施する保護者説明会（各校１回、合計３回を予定）への同席及び協力を行う。 

  保護者説明会は、地域クラブ活動としての活動を開始する前に開催することとし、具体的 

な日程及び会場は学校・本市と調整し決定すること。 

保護者説明会の開催にあたっては、事業趣旨、運営体制、活動内容、保険、活動に関する 

連絡方法等について、本市と連携しながら資料等を作成し、必要に応じて説明を行うこと。 

 

イ 保険手続き 

（公財）スポーツ振興センターの災害共済給付（医療費、障害見舞金または死亡見舞金の 
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支給）を参考に、傷害保険及び賠償責任保険に生徒を加入させ、保険申込手続き、保険の契 

約、保険料の納付等事務を行うこと。なお、補償内容については、災害共済給付と同程度の 

保険を選定すること。 

また、保険料については、本契約の委託料に含むこととする。 

 

（10）保護者への各種連絡 

ア 保護者への連絡 

原則として統括責任者または主任指導者から電話又は電子メールで行うこと。連絡を行う 

際は、受託者が契約する社用電話を使用することとし、私用電話への参加生徒及びその保護 

者の個人情報を登録することは禁止する。社用電話にはパスワードによるロックなど、個人 

情報保護対策を必ず行うこと。なお、本市の許可を得て、電話や電子メールに替えて連絡情 

報を一斉配信等する措置を講じることができる。また、緊急時等やむを得ない場合は、副主 

任指導者から保護者へ連絡することを可能とする。 

 

イ 保護者からの連絡対応 

保護者から受託者への連絡は、統括責任者、主任指導者又は事業所で受けるものとする。 

上記の社用電話又は事業所の電話を連絡及び問い合わせ先として保護者等へ周知し、平日や 

休日の部活動中においても対応できる体制を整えること。また、参加生徒の下校後最低 

１時間は、保護者や学校からの連絡や問い合わせに迅速に対応できる体制を整えること。 

 

（11）配慮を要する生徒への対応 

特別支援学級に在籍する生徒や外国語の対応が必要な生徒、運動誘発アレルギー反応があ 

る生徒等については、きめ細かな配慮が必要であるため、保護者や学校への聞き取り等によ 

り、適切に対応すること。 

 

（12）事業所の指定 

受託者は、下記業務を行うための事業所を指定し、本市へ報告する。 

・申込関係書類、保険関係書類等の保管及び各書類を使用した事務 

※各種書類は、事故が発生した際等に統括責任者が速やかに必要な内容を確認及び活用で 

きるようにしておくこと。 

 

（13）安全管理対策 

受託者は、生徒の安全が確保されるよう、活動の実施に必要な設備及び物品等の安全点検 

を実施するとともに、生徒の健康状態や個人差に十分配慮し、体罰や各種ハラスメントの無 

い、適切な活動を行うこと。また、生徒の言動に注意し、活動内においていじめ、虐待の兆 

候がある場合には統括責任者を通して学校に相談し、連携して対応すること。 

ア 事故やけがへの対応 

救急法、応急措置、医療機関・保護者への連絡等、対処方法を明記した事故対応マニュア 
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ルを作成し、活動中の運営スタッフに携帯させること。マニュアルの内容については、運営

スタッフへの研修を行うこと。また、応急措置のできる救急セットも常備すること。  

また、ＡＥＤの利用などを含め、事故発生時の対応について事前に学校と協議し、必ず運 

営スタッフで迅速に対応すること。一連の対応後は、速やかに学校及び本市に報告するこ 

と。 

 

イ 災害時の対応 

災害時の対応について、学校とも相談の上、各種法令等を遵守した災害対応マニュアルを 

作成し、運営スタッフへの周知徹底を図ること。災害が発生した際は、災害発生状況や被害 

状況の把握に努め、学校とも連携を図りながら、生徒の安全を考えた適切な対応に努めるこ 

と。 

 

ウ 熱中症対策 

熱中症予防のため、生徒の健康状態や個人差に十分配慮し、活動前に適切な水分補給を行 

うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給ができる環境を整えること。また、活動中や活 

動終了後にも適宜水分補給を行うこと等の適切な措置を講じることとし、温度や湿度の状況 

に応じて危険と判断した場合には活動の中止や見直し等を検討すること。 

 

エ 暴風・大雨等への対策 

活動実施前及び活動中に「暴風警報」「特別警報」「避難勧告」「避難指示」等が発令され 

ている場合の対応については、学校の基準に準じて判断すること。 

 

オ その他 

受託者はあらかじめ対象校における通学経路を確認しておき、不審者が出没するなど緊急 

に下校する必要が生じた場合は、学校と協力の上、運営スタッフも引率に加わって安全に下 

校させること。 

 

（14）活動中止の場合の対応 

ア 中止の決定 

荒天等により活動できない状況が生じた場合、活動を中止するときは、統括責任者または 

主任指導者が保護者に対して連絡する。 

  

イ 活動の振替 

中止した活動については、原則として、別日への振替えを行うこと。 

 

（15）事業報告書作成への協力 

 本市において、本事業終了時に、活動実施期間における事業内容等を明らかにした事業 

報告書の作成を予定している。記載内容は、以下の内容を予定しており、必要に応じて受 
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託者への照会等を予定しているため、事業報告書の作成に協力すること。 

・各種目への生徒の活動状況、事業期間を通した活動の実施状況、事故等の集計、学校施 

設活用状況、運営スタッフの配置状況及び研修実施状況等 

・全市的な実施を見据えた統括団体としての運営方法、研修、指導者の業務管理、財務会 

計等の在り方に関し、ＩＣＴの活用も含めた検討・検証 

    ・指導者の確保、研修、派遣、評価や、学校側との連絡調整など統括団体の運営につい 

て、実施時の課題及び改善方法 

 

（16）実績報告書の提出 

受託者は、運営スタッフの勤務状況及び活動実績（生徒参加状況、活動日時、事故・苦 

情・その他のトラブル等に関する報告等）を活動実施月の翌月指定日までに実績報告書に

より報告すること。 

受託者はその他、本市が求める活動実績を必要に応じて提出すること。 

 

（17）その他 

ア 禁止行為 

事業の運営にあたり、受託者並びに受託者に雇用等及び業務委託された者は、政治的活 

動及び宗教活動を禁止すること。 

 

イ 苦情処理 

保護者等からの要望や苦情（以下「要望等」という。）に迅速かつ適切に対応するこ 

と。要望等に対応する担当者（統括責任者）の氏名及び連絡先電話番号を活動計画に明記 

し、連絡・相談体制の整備を図ること。また、対応が困難な要望等があった場合は、速や 

かに本市及び学校に連絡し、対応を協議すること。 

 

ウ 損害賠償保険 

指導者は、必要な賠償責任保険に加入するものとする。指導者が本事業への従事中に負 

傷、疾病等を被った場合は、当該賠償責任保険等で対応するとともに、誠意をもって対応 

すること。 

 

５ その他 

（１）情報の保護及び管理 

ア 情報の保護及び管理 

千葉市市情報公開条例等に基づき、市の保有する情報の適切な保護及び管理のために必 

    要な措置を講ずること。 

 

イ 個人情報の保護及び管理 

本契約書における「個人情報取扱特記事項」その他関係法令に基づき、事業運営するに 
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あたって取り扱われる個人情報の保護のために必要な措置を講ずること。 

ウ 情報の公開 

市民等から事業運営に関する情報公開を求められた場合に備え、千葉市情報公開条例に 

準じた規程を設け、適切な対応を図ること。 

 

（２）再委託の禁止 

受託者は、第三者に対して本業務を包括的に委託し、又は請け負わせることはできない。 

 

（３）本市への報告 

受託者は、以下の各号に掲げる場合、速やかに本市に報告すること。  

ア 委託業務の実施中に事故が生じた場合 

イ 委託業務の履行にあたり、学校及びその他の施設又は物品を滅失し、又は毀損した 

 場合 

ウ 本事業において、参加生徒に傷病があった場合 

エ 保護者等から要望等があった場合 

オ 事業計画の重要な部分を変更する場合 

カ 受託者の定款に変更があった場合 

キ その他本市の指示する事項 

 

（４）損害賠償 

前項ア、イ及びウの場合、その原因が受託者の責めに帰すべき事由によるときは、受託者 

は本市の指示に従い、現状回復し又はその損害を賠償しなければならない。 

 

（５）事業内容の充実 

受託者は、運営の改善点を把握するとともに、事業内容の充実に努めなければならない。

また、受託者は、調査を実施する場合、実施する調査の内容、調査の実施状況及び結果を 

本市に報告しなければならない。 

 

（６）学校施設及び物品の使用について 

ア 使用できる施設 

以下の施設が考えられるが、学校長の許可を得て使用すること。 

・参加生徒等の動線となる門、脱履場（土間）、廊下、教室、階段、トイレ及び手洗い部 

 分 

・本事業として利用する時間帯の体育館等の区域 

 

イ 使用時の注意事項 

① 建物の使用 

事業の実施により、施設の構造、建築材その他の箇所について、剥離、損耗、滅失等によ 
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る機能や安全性、美観を損なうことがないよう、使用方法に留意するとともに、使用前後に 

点検を行い、施設の維持・管理に努めること。 

 

② 鍵の管理 

事業の実施に必要な施設の鍵については、学校の指示に従い、適切に管理すること。 

また、活動実施期間終了時には、学校に返却すること。 

 

ウ 物品の借用 

活動時に必要な、学校の既存の物品を借用することができる。 

※借用については学校と調整すること。 

 

（７）実地調査等 

ア 本市は、委託業務及び経理の状況、情報管理体制に関し報告を求め、実地調査し、又は必 

要な指示をすることができる。その際、受託者は書類の提出、開示及び説明を行う等、積極 

的に協力すること。 

 

イ 受託者は、本事業が仕様書及び企画提案書等に沿って適正に遂行されているかどうかにつ 

いて自己点検を行うこと。 

 

ウ 本市は、受託者が法令・契約書等を遵守しない場合、又は仕様書及び企画提案書 

等に沿った運営を行っていない場合は、業務改善を指示する。この場合、受託者は 

改善計画書をすみやかに提出するとともに、適切な対応をしなければならない。 

 

（８）監査等 

本市の委託業務にかかる監査等の対象となる場合において、受託者は説明を求めら 

れ、調査の対象となり、帳簿書類その他の記録の提出を求められた場合は、本市の指 

示に従い対応を図るとともに、説明資料の作成等に協力すること。また、本事業にか 

かる業務の証拠書類については、事業完了の日の属する年度の終了後５年間保管して 

おかなければならない。 

 

（９）引継ぎ 

本業務委託満了等により業務委託契約が終了する際には、または受託者が変更とな 

る場合には、本市及び引継ぐ団体に対し、安定して円滑に事業運営が継続できるよう 

に引継ぎを行うこと。 

 

（10）その他 

ア 本業務の遂行にあたっては、本市と密接に連絡を取るとともに、この仕様書及び契約書に 

定めのない事項、履行上の疑義については本市と受託者の協議により定めるものとする。 
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イ 受託者は、この仕様書に記載されていないことで、本業務を行う上で本市が必要と認めた 

ことについては本市との協議に応じること。 


